
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 北建設事務所管内ＬＥＤ道路照明灯（３００Ｗ以上）賃貸借契約 

 契 約 業 者 名 三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社 

 随意契約の理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７号に該当 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

本賃貸借契約は、現在上記業者と契約している「北建設事務所管内ＬＥＤ道路照明灯賃貸借」

が令和８年３月31日に終了することに伴って契約を行うものである。 

北建設事務所管内のＬＥＤ道路照明灯については令和９年度から新規の賃貸借契約を予定して

おり、令和８年度の１年間のみ別途賃貸借契約を行う必要がある。現在契約している上記業者で

あれば、新たに器具を調達する必要がなく、きわめて低コストに抑えることができる。 

 したがって、本賃貸借契約の履行に必要不可欠な技術を有し、最も経済的で確実に業務を履行

できるのは上記業者であるため、随意契約を行うものである。 

 

 

担当部署 

（問合せ先） 建設局道路工務課補修担当  （電話番号078-322-5683） 

 

 

 

 

 


